
対象ワクチン インフルエンザ 新型コロナウイルス 

対象者 

豊浦町に住民票があり、次のいずれかに該当する、接種を希望する方 

●接種日時点で６５歳以上の方 

●接種日時点で６０歳から６４歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の

機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある方

（障害等級１級）※医療機関へ身体障害者手帳を提示してください。 

接種期間 
令和７年１０月１日～ 

 令和８年１月３１日まで 
令和７年１０月１日～ 

   令和８年３月３１日まで 

接種料金 
（助成後の額） １，５００円 ４，５００円 

接種料金 

の免除 

 

※生活保護受給世帯・町民税非課税世帯の方は、証明書を医療機関に提出する

ことにより、接種料金が免除（無料）となります。（後日提出不可） 

 

実施医療機関 

① 豊浦町国民健康保険病院（☎８３-２２２８） 
接種を希望の方は、国保病院へ直接お申込みください。 

予約の詳細は、「国保病院のチラシ」をご覧ください。 

② 伊達市・洞爺湖町・壮瞥町の各接種実施医療機関 
※予約の有無、接種期間、ワクチンの種類などは医療機関によって異なります。

各医療機関へ直接ご確認ください。 

接種回数 １回接種 

 

豊浦町保健センター 

 

高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン 

接種費用助成のお知らせ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明書について詳しくは「生活保護受給世帯・町民税非課税世帯の

方の接種料金の免除について」をご覧ください！ 

豊浦町では、高齢者のインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化予防のた

め、接種を希望する方を対象に接種の助成を実施しています。個別通知および接種券の送付は

行いませんので、接種希望の方は直接ご自身で医療機関へご予約ください。 

高齢者以外の方は「インフルエンザ予防接種のお知らせ」をご覧ください！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

当日の持ち物について 

□健康保険証またはマイナンバーカード     

□接種料金         □身体障害者手帳（対象の方のみ） 

□証明書（生活保護受給世帯・町民税非課税世帯の方で免除を受ける方のみ） 

※予診票は各医療機関・やまびこ窓口・豊浦町役場町民課窓口にあります。 
 

胆振西部４市町以外の医療機関で接種する場合 

・長期入院、施設入所されている方など、やむを得ない事情で４市町以外（豊浦町、 

伊達市、洞爺湖町、壮瞥町）で接種をする場合は、接種前の手続きにより助成の対 

象となります。接種前に入院または入所施設の担当者等を通じて保健センターへご 

連絡ください。 
※手続きは２週間程度かかりますのでご希望の方はお早めにご連絡ください。 

 

その他 

・体温が 37.5℃以上あるなど、体調不良の場合は接種できません。 

・医師が特に必要と認めた場合に同時接種が可能です。医療機関へご確認ください。 

・ワクチンの種類は、医療機関により異なります。 

・定期接種対象は１回のみです。新型コロナワクチンは、過去に接種歴のない方は、

２回目の接種を受けることができますが、２回目は全額自己負担の任意接種とな

ります。 

・接種後、医療機関から「接種済証」が渡されます。接種した証明になりますので

大切に保管してください。 

・各医療機関のワクチンの入荷状況により、接種の開始日および終了日は異なりま

す。 

【接種の予約】 

豊浦町国民健康保険病院（☎０１４２-８３-２２２８） 

※他、接種希望の医療機関へ直接ご予約ください。 

【予約以外のお問い合わせ】 

やまびこ内保健センター（☎０１４２-８２-３８４４） 

 

インフルエンザおよび新型コロナワクチンは、主に個人予防目的のために行う

ものであり、接種は強制ではありません。自らの意思と責任で接種を希望する場

合のみ接種を行うことになります。 

厚生労働省HP 

「インフルエンザ」 「新型コロナワクチン」 

 


